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第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

凡　例

中地地区計画を決定する区域

凡　例
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名古屋都市計画　地区計画
（中地地区）

計画図
（縮尺：1/2,500）

道路・河川等幅を有する地形地物
の中心を境界とする場合。

字界、町界の行政区界を境界とす
る場合。

凡　例

低層住宅地区

地区施設（道路）

一般住宅地区

（都）津島七宝名古屋線



名古屋都市計画地区計画の決定（ 津島市決定）  

 都市計画中地地区計画を次のよ う に決定する 。  

名称 中地地区計画 

位置 
津島市東中地町３ 丁目の全部、 中地町４ 丁目、 永楽町４ 丁目、 南本町７ 丁目の一

部 

面積 約4. 2ha 

地区計画の目標 

公共交通を活かし た利便性を確保し ながら 、安全で良好な住宅地を形成する た

め、 現況で４ ｍに満たない区間については、 本地区計画において地区施設に位置

づけ整備を行う 。 道路の整備を行い、 土地利用の適正な誘導を図る 。 こ のこ と に

よ り 、 良好でゆと り ある 居住環境を有する 市街地を形成する こ と を目標と する 。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の

方
針 

土地利用の方針 
低層専用住宅を基本と し 、生産緑地等の緑豊かな環境を活かし た良好な住宅市

街地の形成を図る 。  

地区施設の 

整備の方針 

 利便性を確保し ながら 、 安全で良好な住宅地を形成する ため、 以下の方針によ

り 地区施設の整備を誘導する 。  

（ 道路）  現況で幅員４ ｍに満たない区間の拡幅などを「 津島市狭あい道路に係

る 後退用地等の確保及び整備に関する 要綱」 を活用し て道路の改善を行う 。  

建築物等の 

整備の方針 

 良好でゆと り ある 居住・ 沿道環境及び景観の創出を図る ため、 敷地面積の最低

限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限及び垣又は柵の構造の制限を

定める 。  

地
区
整
備
計
画 

地区施設の配置 

及び規模 
道路 

名称 幅員 延長 配置 

道路１ 号 4. 0ｍ 約90ｍ 計画図表示のと おり  

道路２ 号 4. 0ｍ 約92ｍ 〃 

道路３ 号 4. 0ｍ 約53ｍ 〃 

地区の 

区 分 

地区の名称 低層住宅地区 一般住宅地区 

地区の面積 約4. 0ha 約0. 2ha 

敷地面積の 

最低限度 
160㎡ - 

建築物等の形

態又は色彩そ

の他の意匠の

制限 

屋根、 外壁等の形態及び色彩は、 景観に配慮する と と も に、 良好な周辺環境に

調和し 、 落ち着いたも のと する 。  

屋外広告物は、 地区の良好な環境及び景観に配慮し たも のと し 、 災害時の安全

性を確保する ため腐朽又は破損し にく い材料を使用する と と も に、落下のおそれ

のないも のと する 。  

垣又は柵の構

造の制限 

道路境界線から 1. 0ｍ 未満の距離に

存する 垣又は柵は、 良好な景観を 形成

する よ う 生け垣、 フ ェ ン ス 又はその他

透視性のある 鉄柵等と する 。 ただし 、

その基礎で地盤面から の高さ が0. 6ｍ

以下のも の又は門柱・ 門扉にあっては、

こ の限り でない。  

- 

備  考  

「 区域及び地区の区分は、 計画図表示のと おり 」  

 

 



 

別紙 

 

理由 良好な住環境の形成と 保全及び適正な土地利用を計画的に誘導する ため、 地区計画を決定する 。  


